
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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店舗兼共同住宅 店舗事務所ビル、マンシ
ョンが建ち並ぶ商業地域

三軒茶屋390 m

世田谷通り沿いの普通商業地
域

１８ｍ都道 三軒茶屋駅西方390 m

景気は緩やかに回復しており、低金利を背景に地価は上昇傾向にある
が、物価上昇の継続、金融資本市場の変動等の影響に注意を要する。

繁華性は低いが利便性良好な商業地域。高容積率を活かし、店舗兼共
同住宅地として需要は旺盛で、地価は上昇が継続している。

個別的要因に変動はない。

三軒茶屋駅近くのマンション等が多い商業地域で、高容積率を活かし、低層建物の高層化が進展するものと予測
される。好立地から地価は堅調に推移するものと予測する。
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　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、同一需給圏内の類似地域において実際に取引された取引事例を採用しており、市場性を反映し、信頼性が
高い。収益価格は三軒茶屋駅に近く、高容積率を背景とする収益性が反映された価格形成がなされているものと考えら
れ、規範性がある。本件においては、比準価格を中心に収益価格を関連付け、周辺標準地との均衡に留意し、鑑定評価
額を上記の通り決定した。

同一需給圏は区内及び隣接区を含む私鉄沿線の駅接近性に優れる商業地域である。世田谷通りに面し、高容積率を活か
した中高層の店舗兼共同住宅、マンション等が建ち並ぶ。主たる需要者は賃貸マンション経営の投資法人、不動産業者
等、規模が纏まればマンション開発業者も考えられる。三軒茶屋駅に近く利便性も良好なことから希少性が高く、需要
は堅調である。土地単体の取引はほとんどなく、画地規模もまちまちで、市場の中心価格帯の把握は困難である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

世田谷(都) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 7

令和 7 7 1

令和 7 7 4

世田谷(都)　5 － 1 東京都 区部第７ 不動産鑑定士 天田雄一郎

天田不動産鑑定事務所

令和 7 6 26

令和 7 7 2

世田谷区三軒茶屋二丁目１７６番１２
「三軒茶屋２－１７－７」
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